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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第57期

第２四半期連結
累計期間

第58期
第２四半期連結
累計期間

第57期
第２四半期連結
会計期間

第58期
第２四半期連結
会計期間

第57期

会計期間

自 平成20年
４月１日

至 平成20年
９月30日

自 平成21年
４月１日

至 平成21年
９月30日

自 平成20年
７月１日

至 平成20年
９月30日

自 平成21年
７月１日

至 平成21年
９月30日

自 平成20年
４月１日

至 平成21年
３月31日

売上高（百万円） 21,125 12,741 10,355 7,143 34,122

経常利益（百万円） 2,423 179 1,043 467 1,645

四半期（当期）純利益（百万円） 1,656 95 800 281 600

純資産額（百万円） － － 44,317 41,658 41,451

総資産額（百万円） － － 53,312 46,076 45,969

１株当たり純資産額（円） － － 1,511.501,419.021,413.55

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
56.01 3.27 27.13 9.64 20.44

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
55.98 － 27.12 9.64 －

自己資本比率（％） － － 82.71 89.87 89.70

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,420 3,128 － － 5,986

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,943 △71 － － △1,573

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,620 △117 － － △2,618

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 8,452 13,910 10,899

従業員数（人） － － 790 748 775

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第57期及び第58期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお

りましたが、第58期第１四半期連結累計（会計）期間より百万円単位をもって記載することに変更しまし

た。なお、比較を容易にするため、第57期第２四半期連結累計期間、第57期第２四半期連結会計期間及び第57

期についても百万円単位に組替え表示しております。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な子会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 748(65)

　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除いております。）であり、臨時雇用者数

（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は当第２四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載

しております。

（２）提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 590(63)

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除いております。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、

人材会社からの派遣社員）は、当第２四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループは、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、主要製品区分により記載しております。

（１）生産実績

区分

　
当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　

前年同四半期比（％）

研磨材

アルミナ質研磨材（百万円） 1,243 68.5

炭化けい素質研磨材（百万円） 834 75.7

その他の研磨材（百万円） 5 268.5

小計（百万円） 2,083 71.4

鏡面仕上材

アルミナ系鏡面仕上材（百万円） 218 50.1

シリカ系鏡面仕上材（百万円） 4,017 73.0

その他の鏡面仕上材（百万円） 6 21.7

小計（百万円） 4,242 71.1

その他

研削用工具（百万円） 36 71.9

その他（百万円） 417 75.1

小計（百万円） 453 74.8

合計（百万円） 6,779 71.4

（注）１．金額は販売価格にて表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）受注状況

区分

　
　当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）　

　
受注高
（百万円）

前年同四半期比
（％）　

受注残高
（百万円）

前年同四半期比
（％）

研磨材     － －　  － －　

鏡面仕上材  － －　  － －　

その他

 ＦＤＰ 14 47.9 1 66.5

研削用工具 ＦＤＷ 7 118.0 2 300.8

 ＦＰＷ 11 141.0 2 57.9

その他 サーフィン 82 78.2 25 73.4

合計 115 77.4 31 75.7

（注）１．研磨材及び鏡面仕上材については販売計画に基づいた見込生産によるため金額の記載はしておりません。

２．受注高の金額は販売価格によっております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　
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（３）販売実績

区分

　
当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　　

前年同四半期比（％）

製品

研磨材

アルミナ質研磨材（百万円） 1,264 74.5

炭化けい素質研磨材（百万円） 800 72.4

その他の研磨材（百万円） 3 99.8

小計（百万円） 2,068 73.7

鏡面

仕上材

アルミナ系鏡面仕上材（百万円） 196 41.2

シリカ系鏡面仕上材（百万円） 4,229 70.2

その他の鏡面仕上材（百万円） 77 74.4

小計（百万円） 4,503 68.2

その他

研削用工具（百万円） 32 62.3

その他（百万円） 422 75.2

小計（百万円） 455 74.1

製品計（百万円） 7,027 70.1

商品

研磨機等機械（百万円）  － －

その他（百万円） 115 53.0

商品計（百万円） 115 35.3

合計（百万円） 7,143 69.0

　（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

長瀬産業㈱ 1,612 15.6 1,515 21.2

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

　

（１）業績の状況

　当第２四半期連結会計期間における世界経済は、在庫調整が一段落し、各国政府の政策協調やエコポイント制導入な

どの国内経済対策により、自動車の一部やデジタル家電製品の需要の伸びもあり、やや持ち直しの動きが見られまし

た。しかしながら設備投資活動や個人消費の低迷など、世界経済を取り巻く環境は厳しく先行きは依然として不透明

な状況が続いております。

　こうした中、当社グループでは一丸となって売上の拡大を図るとともに、コスト削減に努めましたが、当第２四半期

連結会計期間の業績は、売上高7,143百万円（前年同四半期比31.0％減）、うち製品売上高7,027百万円（前年同四半

期比29.9％減）となりました。また利益面では、営業利益417百万円（前年同四半期比59.6％減）、経常利益467百万円

（前年同四半期比55.2％減）、四半期純利益281百万円（前年同四半期比64.8％減）にとどまりました。

　

　当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、顧客における生産調整の緩和と一部の家電

製品需要の回復などがあったものの、ラッピング材の売上高は893百万円（前年同四半期比25.0％減）、ポリシング材

の売上高は1,938百万円（前年同四半期比36.6％減）となりました。

　半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるＣＭＰ（化学的機械的平坦化）向け製品につきまして

も、半導体の需要回復の動きはあったものの、売上高は1,703百万円（前年同四半期比29.9％減）となりました。

　ハードディスク向け製品につきましては、ノートパソコンなどの需要増によりガラス基板向け製品が堅調だったも

のの、デスクトップパソコンやＨＤＤ搭載型ＤＶＤレコーダーなどの需要が伸びなかったことからアルミ基板向け製

品の回復が鈍く、売上高は735百万円（前年同四半期比27.1％減）となりました。　

　シリコン切断に使用されるワイヤーソー向け製品につきましては、主に欧州において太陽電池市場が低調であった

ことから売上高は500百万円（前年同四半期比30.0％減）となりました。

　水晶振動子などの研磨に使われる水晶デバイス向け製品につきましては、携帯電話向け需要はあったものの市場価

格下落の影響を受け、売上高は153百万円（前年同四半期比4.1％減）となりました。

　溶射材につきましては、主力であるサーメット溶射材を中心に製品の拡販に努めましたが、鉄鋼・半導体などの業界

の低迷もあり、売上高は231百万円（前年同四半期比13.0％減）となりました。

　商品につきましては、機械等の売上減により、売上高は115百万円（前年同四半期比64.7％減）となりました。

　

　部門別の業績は、次のとおりであります。

　①　研磨材

　太陽電池向けシリコン切断用「ＧＣ」（炭化けい素質研磨材）の販売は、市場の減速を受け減少いたしました。

シリコンウェハー用ラッピング材「ＦＯ」（アルミナ質研磨材）の販売は回復しつつあるものの、前年同四半期

比で大きく減少し、研磨材全体で売上高2,068百万円（前年同四半期比26.3％減）となりました。

　②　鏡面仕上材

　シリコンウェハー用ポリシング材「ＧＬＡＮＺＯＸ」（シリカ系鏡面仕上材）、ＣＭＰスラリー「ＰＬＡＮＥ

ＲＬＩＴＥ」（シリカ系鏡面仕上材）及びハードディスク基板向けスラリー「ＤＩＳＫＬＩＴＥ」の販売は、一

部回復基調にはあるものの、前年同四半期比では減少し、鏡面仕上材の売上高は4,503百万円（前年同四半期比

31.8％減）となりました。

　③　その他の製品及び商品

　鉄鋼や半導体業界の低迷を受け、溶射材の売上高は減少しました。その他製品及び商品の売上高は全体として

571百万円（前年同四半期比39.4％減）となりました。
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所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

①　日本

　国内につきましては、当社主力製品であるシリコンウェハー向けラッピング材、ポリシング材並びにＣＭＰ向け

製品の販売が減少いたしました。この結果、売上高は6,364百万円（前年同四半期比24.8％減）、営業利益は646百

万円（前年同四半期比37.6％減）となりました。

②　北米

　北米につきましては、シリコンウェハー向けポリシング材及びＣＭＰスラリーの販売が減少し、売上高は1,032

百万円（前年同四半期比44.7％減）、営業損失は63百万円（前年同四半期は営業利益67百万円）となりました。

③　アジア

　アジアにつきましては、主力であるハードディスク向け製品の販売が減少し、売上高は594百万円（前年同四半

期比34.7％減）、営業利益は42百万円（前年同四半期比68.3％減）となりました。

④　欧州

　欧州につきましては、ハードディスク向け製品及びＣＭＰ向け製品の販売が減少し、売上高は311百万円（前年

同四半期比56.6％減）、営業利益は17百万円（前年同四半期比54.7％減）となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前四半期連結会計期間末に

比べ、2,460百万円増加し、13,910百万円となりました。当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの

状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、2,468百万円となり、前年同四半期に比べて810百万円の増加となりました。これは

主に、売上債権の増加等による資金の減少はあったものの、仕入債務の増加、たな卸資産の減少及び法人税等の還付額

等により資金の増加があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は27百万円（前年同四半期は787百万円の使用）となりました。これは主に、定期預金

の払戻による収入があったこと及び有形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、51百万円となり、前年同四半期に比べて965百万円の減少となりました。これは主

に、前年同四半期にあった自己株式の取得による支出が当四半期にはなかったこと等によるものであります。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　　　なお、株式会社の支配に関する基本方針については次のとおりであります。

１．基本方針の内容

　当社は、当社の株式は証券取引所に上場されていることから、資本市場において自由に取引されるべきものであると

考えております。したがって、当社の株券等の大規模買付行為については、原則としてこれを否定するものではなく、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、最終的には株主の自由な意思に基づいて決定されるべきものと考

えております。

　しかしながら、近時のわが国資本市場においては、対象会社の経営陣との十分な協議や合意の形成を経ることなく、

一方的に株券等の大規模買付行為を強行するといった動きが顕在化しております。

　このような株券等の大規模買付行為の中には、十分な情報が提供されないまま、株主に株式の売却を事実上強要する

恐れのあるものや、取締役会が当該大規模買付行為の内容の検討や代替案の提案等を行うために必要な十分な時間を

与えないもの、真摯に会社の経営を行う意思に乏しいものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を著し

く損なう大規模買付行為もないとはいえません。

　当社としましては、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方として、当社の経営理念を尊重し、当社の企業

価値の源泉やステークホルダーとの信頼関係を壊すことなく、中長期的な視点で当社の企業価値ひいては株主の共同

の利益の向上を真摯に目指す者でなければならないと考えております。

　当社の企業価値の源泉を十分理解し、これらを中長期的に確保し、長年築きあげてきた技術、ノウハウなどの無形の

経営資源と市場とを有機的に結合させ企業価値の増大を図る経営をするのでなければ、ステークホルダーの信頼を得

ることができず、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益に反することになると考えます。

　当社は、上記のような当社の企業価値の源泉を理解せず、これらを中長期的に確保し、企業価値の増大を図る経営を

企図しない大規模買付行為やこれに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益に反する恐れが

ある当社の株券等の大規模買付行為を行う者は、財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え

ます。
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２．基本方針の実現に資する取組み　

①当社の企業価値の源泉について

　当社の、創業以来蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた当社製品の数々は、シリコンウェハーに代表される

半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なＣＭＰ(化学的機械的平坦化)、コンピュータ用ハードディ

スクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっております。なかでも、主力事業分野

であるシリコンウェハー用超精密研磨材では世界ナンバーワンのマーケットシェアを維持しつつ、大手企業の新規参

入に対して市場優位性を維持しております。

　また、当社製品は太陽電池向けシリコンの切断や、水晶デバイス向けウェハー研磨用にも使われております。最近で

は、耐衝撃性を飛躍的に高めたサーメット溶射材の商品化で新分野を開拓しております。

　このように当社は、「パウダーテクノロジー」を事業領域の基本として、コア技術を高め先端技術をリードすること

により、ユーザーの満足度を高め信頼を勝ち得てまいりました。また、当社は特定の企業グループに属することなく独

立性の高い経営を堅持していることも、多くのお客様から受け入れていただいている一因と考えております。

　先端技術を通してより良い製品づくりに貢献し、人々の心をつなぎ、生活を豊かにするという意味が込められた当社

のコーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」は今後も引き続き掲げてまいります。

　当社はこうした「ものづくりの精神」と従業員一人ひとりが変化に果敢に挑戦するという企業風土とＩＴを駆使し

た情報の共有化をテコに、企業競争力の向上と持続的成長によって企業価値を増大してまいりました。

　当社の企業価値の源泉は、こうした製造現場と一体となった高い技術力・開発力、長い歴史のなかで培われたお客様

との信頼関係、労使間の健全且つ一体感のある企業風土にあると考えております。

　今後の技術革新をリードし業績の拡大を目指していくためにも、お客様の信頼度の更なる向上、従業員の士気向上を

図っていくことが重要と考えており、当社はこうした方針のもと、引き続き企業価値の向上にグループを挙げ取り組

んでまいります。

　　②企業価値向上のための取組み（中長期経営計画）

　2009年６月に、当社はバランス・スコアカード(ＢＳＣ)の考え方をもとに、2018年３月期を最終年度とする新たな中

長期経営計画を策定いたしました。

　この中長期経営計画は３年を区切りとする３次の中期計画を基にしています。第一段階は自己診断と成長のための

基礎体力づくり、成長のための種まきにあて、第二段階はまいた種をきちんと育てる時期、そして第三段階は事業が花

開き、実を収穫する時期、と位置づけ、単に計画期間における売上や利益率の向上を目指すだけでなく、当社のあるべ

き姿、進むべき道をより明確にするため、企業理念・ビジョンの見直しを図りました。新しい企業理念は企業使命、経

営姿勢、行動規範の３点からなり、企業ビジョンは事業アイデンティティー、企業文化ビジョン、事業構造ビジョンか

ら構成されております。

　定量的目標としましては、９年後の2018年３月期において従来から推進しているシリコン・ＣＭＰ・ディスク・溶

射材・機能性材の各５事業合計売上目標として580億円を掲げました。

　リーマンショック直後の2009年３月期の売上実績341億円と比較すると、経済環境の変化が見込まれる今後の９年で

７割強のアグレッシブな成長を目指すこととなりますが、積極果敢にチャレンジしなければならないと考えておりま

す。それに加えてどの様な景気変動にあっても安定的な成長を遂げるため、特定の事業や用途に偏ることがない事業

構造が必要と考えております。そのため現在の事業に加え、新規事業と新たな用途の探索に継続的にチャレンジし、そ

の実現に向け様々な可能性を含めた検討を進めることとしました。その結果最終2018年３月期において既存事業の売

上高580億円に、この事業構造を形成する新規事業と既存以外の新規用途として半導体関連110億円、非半導体関連110

億円の220億円の売上を新たに加え、合計800億円の売上高をめざしております。ここでの非半導体関連とは既存のシ

リコンとＣＭＰ事業以外の事業用途を指しております。この目標を達成することにより2018年３月期の事業構造比率

は半導体関連比率65％、非半導体関連比率35％となり、将来的には50％：50％を目指しております。

　また、全社レベルの目標を事業ごとに戦略目標、施策として具現化し、その成果については戦略テーマ評価指標(ＫＰ

Ｉ)によって四半期ごとに進捗管理するなど、明確な責任体制のもと事業戦略を組織横断的に展開しております。

シリコン事業

　半導体の基板であるシリコンウェハーを高精度に平坦化・鏡面研磨する研磨材事業です。顧客へのタイムリーな新

製品の提供とトータルコストメリットの提言を目指し、ものづくりの意識を高めコア技術の確立と発展に注力し、高

いマーケットシェア維持を目指してまいります。

ＣＭＰ事業

　半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるＣＭＰは今後も拡大が期待されます。顧客ロードマッ

プに合った迅速な新製品の提供や技術サービスを核に、より密接な顧客との関係構築や開発力の強化を目指してまい

ります。収益性の面では、安定品質の提供に努め、開発経費効率化や製造原価率の低減を図ってまいります。

ディスク事業

　パソコンやＨＤＤ搭載型ＤＶＤレコーダーなどの記憶媒体であるハードディスク用の研磨材事業です。業界のニー

ズをいち早くキャッチし、開発期間の短縮化により顧客の要求に合った新製品をタイムリーに提供してまいります。

また、生産技術力を高め、低コスト化に向けた製造プロセスの改善を図り、利益率の向上につなげてまいります。
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溶射材事業

　溶射業界向けにサーメット溶射材とセラミックス溶射材を供給しております。開発力を強化し、新規高機能品の早期

上市やタイムリーなソリューションの提案により、売上の大幅拡大を目指してまいります。また、収率アップや生産技

術の向上でコストダウンを図ってまいります。

機能性材事業

　光学レンズ研磨用新製品の開発に注力し、高能率で低面粗度を可能とする高性能なダイヤモンドペレットを上市し

て売上の拡大につなげてまいります。

　また、精密砥石関係、研磨布紙関係、一般ラップ関係、その他各種の安定した需要に支えられた製品に対しては、品質

の維持向上や納期の迅速化、用途開拓の情報収集や新たな提案等で顧客の信頼を高めるとともに、急激に高まるコス

ト上昇圧力に対応し、技術力の結集と資源の効率的運用でコストの抑制に取り組み、利益の向上を図ってまいります。

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

　上記１．記載の基本方針に基づいて、当社は、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を毀損するような一方的且

つ大規模な買付行為及びその類似行為に対しては、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を確保するために、

もっとも適切と思われる措置を迅速且つ的確に講じる必要性があると認識しております。このような認識のもと、当

社は、大規模買付行為がなされ、又はなされようとする場合に、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益に反する買

付行為でないかどうかを株主が判断することや、株主のために当社取締役会が大規模買付者と交渉を行うことを可能

とするため、事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及びその内容の評価・検討、並びに大規模買付者との

交渉のための期間を確保するための枠組みとして、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛

策）」を導入することを決定し、平成20年６月24日開催の定時株主総会において「当社株券の大規模買付行為に関す

る対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）を導入することについてご承認をいただきました。

　本対応方針においては、対抗措置の発動の是非に関する判断等にあたって、その判断の合理性及び公正性を担保する

ために、当社は、当社の独立委員会規程に基づき、当社取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置すること

といたしました。独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、社外取締役、社外監

査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者又は他社の取締役若しくは執行役とし

て経験のある社外者等の中から選任されるものとします。　

４．上記取組みが基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものでなく、当社の役員の地位の維持を目的と

するものでないこと及びその理由

　当社取締役会が対抗措置を発動するか否かを判断するにあたっては、その判断の合理性及び公正性を担保するため

に、以下の手続を経ることとします。

　まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委

員会は、この諮問に基づき、取締役会評価期間内に、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会

に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際し

て、取締役としての善管注意義務に反する特段の事情がない限り、独立委員会による勧告を最大限尊重するものとい

たします。

　なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問の他、大規模買付者の提供する大規模買付情報に基づき、必要に

応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、当該大規模買付者及び当該大規模買付行為の具体的内容並びに当該大規

模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の共同の利益に与える影響等を評価・検討等した上で、対抗措置を発動す

るか否かを判断するものとします。

　また、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に反する特段の事情がない限り、独立委員会による勧告を最大

限尊重した上で、株主意思の確認手続として、株主意思確認総会における株主投票、又は書面投票のいずれかを選択し

実施する場合があります。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。

　上記のように、当該取組みは会社役員の地位を維持する目的ではなく、当社の企業価値の源泉やステークホルダーと

の信頼関係を壊すことなく、中長期的な視点で当社の企業価値、株主共同の利益の向上を真摯に目指す目的で導入し

ているものであります。　

　なお、本対応方針の導入の詳細につきましては、当社ウェブサイト（アドレス http://www.fujimiinc.co.jp）をご

参照ください。　

（４）研究開発活動　

　当第２四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費は526百万円であります。なお、研究開発活動の状況

に重要な変更はありません。
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（５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社グループは一部主要原材料を輸入や外部メーカーに依存しており、特に新興諸国の需要増加などにより影響を

受ける可能性があります。

　また、当社製品の売上は半導体業界への売上依存度が高く、パソコン・携帯電話をはじめとする世界の情報通信市場

やデジタル家電製品の需要動向や価格競争などが当社業績に影響を及ぼす可能性があります。　

　今後、必要に応じて中長期経営計画の見直しを行うことも視野に入れ、経営資源の有効活用を図ってまいります。

　

（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析　

　当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同四半期より810百万円多い2,468百万円

の資金を得ました。これは主に、売上債権の増加による資金の減少はあったものの、仕入債務の増加、たな卸資産の減

少及び法人税等の還付額等により資金の増加があったことによるものです。　

　投資活動によるキャッシュ・フローでは、27百万円の資金を得ました（前年同四半期は787百万円の使用）。これは

主に、定期預金の払戻による収入があったこと及び有形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるもので

す。

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、前年同四半期より965百万円少ない51百万円の資金を使用しました。これ

は主に、前年同四半期にあった自己株式の取得による支出が当四半期にはなかったこと等によるものです。　

　これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期末に比べ、5,458百万円増加し、13,910百万円とな

りました。

　

（７）経営者の問題認識と今後の方針について　

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループの経営陣の問題認識と今後の方針について重要な変更はござい

ません。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

（２）設備の新設、除却等の計画　

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 30,699,500 30,699,500

　東京証券取引所

　名古屋証券取引所

　各市場第一部

単元株式数

100株　

計 30,699,500 30,699,500 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

１.旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

平成16年６月24日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数 738個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
147,600株（新株予約権１個当たりの目的たる株式の数

200株）　(注)１.,４.

新株予約権の行使時の払込金額 株式１株当たり 1,462円　(注)２.,４.

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　株式１株当たり　1,462円

資本組入額　株式１株当たり　731円　(注)４.

新株予約権の行使の条件 (注)３．

新株予約権の譲渡に関する事項
当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当

契約に定めるところによる。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)５．

　（注）１．① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の計算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整する

ものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的と

なる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数についてはこれを切捨てるものと

する。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

② 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
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２．① 発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切上げる。

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率

② 発行日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分するとき（新株予約権の行使の

場合を含まない。）は次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に

読み替えるものとする。

③ 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとする。　

３．① 新株予約権は、行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要するも

のとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役を退任した場合、若しくは当社又は当社子会

社を定年により退職した場合には「新株予約権割当契約」に定める条件により、当該退任又は退職の日

から２年間に限り行使できるものとする。

② 新株予約権者の相続人による本件新株予約権の行使は認めない。

③ 新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

④ その他行使の条件については、当社第52期定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

４．① 平成17年１月17日開催の取締役会決議により、平成17年５月20日付で１株を２株とする株式分割を行っ

ております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及

び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお

ります。

５．① 当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されて

いない新株予約権を、当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社（以下「完全親会社」と

いう。）に以下の決定方針（以下「本決定方針」という。）に基づき承継させることができるものとす

る。ただし、当社の発行する新株予約権の承継に関し本決定方針に沿う記載のある当社と完全親会社と

の間で締結される株式交換契約書又は当社の株式移転に係る議案につき株主総会の承認を受ける場合

に限るものとする。

② 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類

完全親会社の普通株式とする。 

③ 各新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数

株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株

式数」という。）とする。

④ 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

株式交換又は株式移転の条件を勘案の上、払込価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数

を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権の行使期間

「新株予約権の行使期間」として定める新株予約権の行使期間の開始日と株式交換又は株式移転の日

のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」として定める新株予約権の行使期間の満了日までと

する。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の消却事由及び消却の条件

上記（注）３．に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡につき、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
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２.会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成19年６月22日定時株主総会決議

（1）新株予約権方式により、当社取締役に対して付与することを、平成19年６月22日開催の定時株主総会及び平成19

年11月15日取締役会において決議されたものであります。

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数 225個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
22,500株（新株予約権１個当たりの目的たる株式の数

100株）　(注)１.

新株予約権の行使時の払込金額 株式１株当たり 1,864円　(注)２.

新株予約権の行使期間
自　平成21年11月16日

至　平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　株式１株当たり　1,864円

資本組入額　株式１株当たり　932円　(注)３.

新株予約権の行使の条件
取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当契約」による。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議を要す

る。

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４.

（注）１．当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につ

き同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満

の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、当社普通株式につき、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、

必要と認める調整を行うことができる。

２．① 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を

受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた

金額とする。

割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式によ

り調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割・併合の比率

② 割当日後、当社が、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場

合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、

若しくは当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の

行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数

は、これを切上げるものとする。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

③ 上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

④ 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株式への配

当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社はかかる割当て又は配当等の条件等

を勘案の上、必要と認める調整を行うものとする。
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３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象

会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消

滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又

は株式移転計画において定めた場合に限ることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「株式の数」に準

じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記（注）２．①で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（注）３．に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
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（2）新株予約権方式により、当社の課長以上の従業員並びに当社子会社の取締役、幹部社員に対して付与することを

平成19年６月22日開催の定時株主総会及び平成19年11月15日取締役会において決議されたものであります。

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数 1,450個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
145,000株（新株予約権１個当たりの目的たる株式の数

100株）　(注)１.

新株予約権の行使時の払込金額 株式１株当たり 1,864円　(注)２.

新株予約権の行使期間
自　平成21年11月16日

至　平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　株式１株当たり　1,864円

資本組入額　株式１株当たり　932円　(注)３.

新株予約権の行使の条件
取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当契約」による。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議を要す

る。

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４．

（注）１．当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の

端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、当社普通株式につき、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、

必要と認める調整を行うことができる。

２．① 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を

受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた

金額とする。

割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式によ

り調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割・併合の比率

② 割当日後、当社が、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場

合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、

若しくは当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の

行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数

は、これを切上げるものとする。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

③ 上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

④ 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株式への配

当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社はかかる割当て又は配当等の条件等

を勘案の上、必要と認める調整を行うものとする。
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３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象

会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消

滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又

は株式移転計画において定めた場合に限ることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「株式の数」に準

じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記（注）２．①で定められる行使

価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（注）３．に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
　（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成21年７月１日～

平成21年９月30日　
－ 30,699,500 － 4,753 － 5,038

　

（５）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

越山　勇 名古屋市昭和区 2,902 9.45

野田　純孝 名古屋市千種区 2,520 8.20

有限会社コマ 名古屋市昭和区鶴舞四丁目５－14 1,638 5.33

株式会社フジミインコーポレー

テッド
愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１－１ 1,517 4.94

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11－３ 1,400 4.56

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８－11 1,255 4.08

越山　彰 名古屋市昭和区 1,151 3.75

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７－１ 971 3.16

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内一丁目６－６　 　日

本生命証券管理部内
779 2.54

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２－１ 691 2.25

計 － 14,828 48.30

  （注） 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから、平成21年10月５日付の大量保有報告書の変更報告書の

写しの送付があり、平成21年９月28日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、

当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株

主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 830 2.70

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 49 0.16

国際投信投資顧問株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号 33 0.11
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式  1,517,000 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式 29,155,900 291,559 －

単元未満株式  普通株式     26,600 － －

発行済株式総数           30,699,500 － －

総株主の議決権 － 291,559 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式900株（議決権の数９個）を含めておりま

す。

        ②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社フジミインコー

ポレーテッド

愛知県清須市西枇杷

島町地領二丁目１番

地１

1,517,000 － 1,517,000 4.94

計 － 1,517,000 － 1,517,000 4.94
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 1,206 1,464 1,605 1,749 1,677 1,623

最低（円） 1,068 1,082 1,341 1,510 1,423 1,412

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

(１) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期

間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期

連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１

日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(２) 当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりま

したが、第58期第１四半期連結累計（会計）期間より百万円単位をもって記載することに変更しました。なお、比

較を容易にするため、前第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結累計期間についても百万円単位に組替え

表示しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四半期連結会計期間

（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21

年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受け

ております。

　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツ

となっております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,607 10,095

受取手形及び売掛金 7,405 5,912

有価証券 2,403 103

商品及び製品 2,606 3,362

仕掛品 997 1,306

原材料及び貯蔵品 1,230 2,575

未収還付法人税等 80 841

その他 498 1,260

貸倒引当金 △238 △197

流動資産合計 26,591 25,260

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,118 8,297

その他（純額） 8,605 9,387

有形固定資産合計 ※
 16,724

※
 17,685

無形固定資産 341 363

投資その他の資産

投資有価証券 231 184

その他 2,197 2,483

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 2,420 2,659

固定資産合計 19,485 20,708

資産合計 46,076 45,969
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,246 2,414

短期借入金 364 145

未払法人税等 91 76

賞与引当金 394 368

その他 994 1,159

流動負債合計 4,090 4,164

固定負債

長期借入金 216 250

退職給付引当金 93 85

その他 17 17

固定負債合計 327 352

負債合計 4,418 4,517

純資産の部

株主資本

資本金 4,753 4,753

資本剰余金 5,069 5,070

利益剰余金 34,482 34,679

自己株式 △2,089 △2,104

株主資本合計 42,216 42,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 65 30

為替換算調整勘定 △871 △1,193

評価・換算差額等合計 △806 △1,162

新株予約権 60 44

少数株主持分 187 172

純資産合計 41,658 41,451

負債純資産合計 46,076 45,969
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 21,125 12,741

売上原価 14,782 9,703

売上総利益 6,343 3,038

販売費及び一般管理費 ※
 3,967

※
 2,983

営業利益 2,376 55

営業外収益

受取利息 49 22

受取配当金 2 1

為替差益 － 15

助成金収入 － 47

還付加算金 － 21

その他 41 29

営業外収益合計 94 139

営業外費用

支払利息 26 10

為替差損 8 －

その他 12 4

営業外費用合計 48 14

経常利益 2,423 179

特別利益

前期損益修正益 － 34

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 35

特別損失

前期損益修正損 － 2

固定資産除却損 10 22

減損損失 15 －

事業撤退損 86 －

特別損失合計 113 24

税金等調整前四半期純利益 2,309 191

法人税、住民税及び事業税 965 111

法人税等還付税額 － △51

法人税等調整額 △335 28

法人税等合計 630 88

少数株主利益 22 7

四半期純利益 1,656 95
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 10,355 7,143

売上原価 7,372 5,196

売上総利益 2,983 1,946

販売費及び一般管理費 ※
 1,951

※
 1,528

営業利益 1,032 417

営業外収益

受取利息 27 11

受取配当金 0 0

助成金収入 － 6

還付加算金 － 21

その他 26 18

営業外収益合計 54 59

営業外費用

支払利息 12 5

為替差損 19 1

その他 10 2

営業外費用合計 42 9

経常利益 1,043 467

特別利益

前期損益修正益 － 15

固定資産売却益 － 1

特別利益合計 － 17

特別損失

固定資産除却損 6 21

減損損失 15 －

事業撤退損 86 －

特別損失合計 109 21

税金等調整前四半期純利益 934 462

法人税、住民税及び事業税 614 84

法人税等還付税額 － △1

法人税等調整額 △491 93

法人税等合計 122 176

少数株主利益 11 4

四半期純利益 800 281
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,309 191

減価償却費 1,562 1,231

長期前払費用償却額 6 6

株式報酬費用 16 16

事業撤退損失 86 －

減損損失 15 －

前期損益修正損益（△は益） － △34

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 39

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9 8

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 24 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 25

受取利息及び受取配当金 △52 △24

支払利息 26 10

為替差損益（△は益） 7 8

固定資産売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 10 22

売上債権の増減額（△は増加） 389 △1,406

仕入債務の増減額（△は減少） △206 △263

たな卸資産の増減額（△は増加） △779 2,581

未払金の増減額（△は減少） △0 △49

その他 △152 △16

小計 3,268 2,348

利息及び配当金の受取額 55 35

補助金の受取額 45 36

利息の支払額 △26 △10

事業撤退に伴う収入 － 20

法人税等の支払額 △922 △65

法人税等の還付額 － 763

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,420 3,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 150

有形固定資産の取得による支出 △1,916 △182

有形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △1 －

貸付けによる支出 △0 △4

貸付金の回収による収入 1 2

無形固定資産の取得による支出 △26 △30

その他 △0 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,943 △71
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △127 209

長期借入金の返済による支出 △55 △47

自己株式の取得による支出 △754 －

ストックオプションの行使による収入 － 15

配当金の支払額 △682 △291

その他 － △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,620 △117

現金及び現金同等物に係る換算差額 △135 72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,277 3,011

現金及び現金同等物の期首残高 9,729 10,899

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 8,452

※
 13,910
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

（1）連結の範囲の変更

前連結会計年度において連結の範囲に含めていた株式会社インターオプテックは、

平成21年６月26日付で特別清算が結了したため、特別清算結了時までの損益計算書

及びキャッシュ・フロー計算書についてのみ連結の範囲に含めております。
 （2）変更後の連結子会社の数

４社

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産売却

損益（△は益）」は、金額的重要性が乏しいため「その他」に含めて表示しております。なお、当第２四半期連結累

計期間の「固定資産売却損益（△は益）」は△１百万円であります。

２．前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産

の売却による収入」及び「投資有価証券の取得による支出」は、金額的重要性が乏しいため「その他」に含めて表

示しております。なお、当第２四半期連結累計期間の「有形固定資産の売却による収入」は２百万円、「投資有価証

券の取得による支出」は△１百万円であります。

３．前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取

得による支出」は、金額的重要性が乏しいため「その他」に含めて表示しております。なお、当第２四半期連結累計

期間の「自己株式の取得による支出」は△０百万円であります。　

　

　　

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

法人税等の算定方法 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要な

ものに限定する方法によっております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、29,579百万円であ

ります。

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、28,401百万円であ

ります。

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

運賃諸掛 558百万円

給料及び賞与 1,004 

賞与引当金繰入額 269 

退職給付費用 29 

減価償却費 537 

運賃諸掛 360百万円

給料及び賞与 889 

賞与引当金繰入額 178 

退職給付費用 34 

減価償却費 385 

貸倒引当金繰入額 40　

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

運賃諸掛 261百万円

給料及び賞与 501 

賞与引当金繰入額 107 

退職給付費用 14 

減価償却費 271 

運賃諸掛 199百万円

給料及び賞与 442 

賞与引当金繰入額 91 

退職給付費用 17 

減価償却費 194 

貸倒引当金繰入額 6 

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在）

現金及び預金勘定 6,649百万円

有価証券（注）１. 1,504  

短期貸付金（注）２. 298  

現金及び現金同等物 8,452  

現金及び預金勘定 11,607百万円

有価証券（注） 2,303  

現金及び現金同等物 13,910  

（注）１.有価証券のうち、合同運用金銭信託等は現金

及び現金同等物に含めております。　　

（注）有価証券のうち、合同運用金銭信託等は現金及び

現金同等物に含めております。　　

（注）２.短期貸付金のうち、現先は現金及び現金同等

物に含めております。
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式  30,699千株

２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式  1,517千株

３．新株予約権等に関する事項

　　　　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 提出会社（親会社）　　　60百万円

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月23日

定時株主総会
普通株式 291 10 平成21年３月31日 平成21年６月24日利益剰余金

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年11月２日

取締役会
普通株式 437 15 平成21年９月30日 平成21年12月７日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至

　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の研磨材及び

その他の製品を製造・販売しておりますが、その他の製品は重要性がないため、事業の種類別セグメント情報

は記載しておりません。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア
（百万円）

　欧州 
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

（1）外部顧客に対

する売上高
7,292 1,500 845 717 10,355 － 10,355

（2）セグメント間

の内部売上高
1,176 365 65 － 1,608 (1,608) －

計 8,469 1,866 911 717 11,963 (1,608)10,355

営業利益 1,034 67 134 39 1,277 (244) 1,032

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア
（百万円）

欧州 
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

（1）外部顧客に対

する売上高
5,258 978 594 311 7,143 － 7,143

（2）セグメント間

の内部売上高
1,106 53 － － 1,159 (1,159) －

計 6,364 1,032 594 311 8,303 (1,159)7,143

営業利益又は営業

損失（△）
646 △63 42 17 643 (225) 417
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前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア
（百万円）

欧州 
(百万円）　

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

（1）外部顧客に対

する売上高
15,014 2,967 1,697 1,446 21,125 － 21,125

（2）セグメント間

の内部売上高
2,403 706 175 － 3,285 (3,285) －

計 17,418 3,674 1,872 1,446 24,411 (3,285)21,125

営業利益 2,271 167 262 90 2,792 (416) 2,376

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア
（百万円）

欧州 
(百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

（1）外部顧客に対

する売上高
9,685 1,471 996 587 12,741 － 12,741

（2）セグメント間

の内部売上高
1,642 287 － － 1,930 (1,930) －

計 11,328 1,758 996 587 14,672 (1,930)12,741

営業利益又は営業

損失（△）
475 △181 60 43 397 (342) 55

（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米……アメリカ　　　アジア……マレーシア　　　欧州……イギリス、ドイツ

３．会計方針の変更

　前第２四半期連結累計期間

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（1）に記載のとおり、通常の販売

目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」で155百万円減少しております。

４．追加情報

　前第２四半期連結累計期間

　「追加情報」に記載のとおり、当社の溶射材事業部等の機械装置については、従来、耐用年数を15年とし

ておりましたが、第１四半期連結会計期間より９年に変更いたしました。この変更は、平成20年度税制改正

を契機として資産の利用状況を見直したことによるものであります。これにより、従来の方法によった場

合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」で20百万円減少しております。
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 北米 アジア 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,502 3,038 888 5,429

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 10,355

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
14.5 29.3 8.6 52.4

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 北米 アジア 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 788 2,787 410 3,986

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 7,143

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
11.0 39.0 5.7 55.8

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 北米 アジア 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,871 6,314 1,752 10,938

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 21,125

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
13.6 29.9 8.3 51.8

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 北米 アジア 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,298 4,930 746 6,975

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 12,741

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
10.2 38.7 5.9 54.7

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。

（1）北米………アメリカ、カナダ

（2）アジア……台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国

（3）欧州………イギリス、イタリア、ドイツ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,419円02銭 １株当たり純資産額 1,413円55銭

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 41,658 41,451
純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

247 216

（うち新株予約権） （60) (44)
（うち少数株主持分） (187) (172)
普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額
（百万円）

41,410 41,235

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期
末（期末）の普通株式の数（株）

29,182,436 29,171,538

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　  56円01銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
55円　98銭

１株当たり四半期純利益金額 3円27銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。    　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（百万円） 1,656 95

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,656 95

期中平均株式数（株） 29,583,711 29,177,343

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（百万円） ― ―

普通株式増加数（株） 15,326 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

平成19年６月22日株主総会決議

の新株予約権

（新株予約権の数  1,675個)

新株予約権の概要は、「第４[提

出会社の状況]、１[株式等の状

況]、(2)[新株予約権等の状

況]」に記載のとおりでありま

す。

平成16年６月24日株主総会決議

の新株予約権

（新株予約権の数　 738個）　

平成19年６月22日株主総会決議

の新株予約権

（新株予約権の数  1,675個)

新株予約権の概要は、「第４[提

出会社の状況]、１[株式等の状

況]、(2)[新株予約権等の状

況]」に記載のとおりでありま

す。
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　  27円　13銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
　  27円　12銭

１株当たり四半期純利益金額 9円　64銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
9円　64銭

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（百万円） 800 281

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 800 281

期中平均株式数（株） 29,497,312 29,182,447

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（百万円） ― ―

普通株式増加数（株） 7,917 8,037

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

平成19年６月22日株主総会決議

の新株予約権

（新株予約権の数　1,675個)

新株予約権の概要は、「第４[提

出会社の状況]、１[株式等の状

況]、(2)[新株予約権等の状

況]」に記載のとおりでありま

す。

平成19年６月22日株主総会決議

の新株予約権

（新株予約権の数　1,675個)

新株予約権の概要は、「第４[提

出会社の状況]、１[株式等の状

況]、(2)[新株予約権等の状

況]」に記載のとおりでありま

す。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

２【その他】

　平成21年11月２日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額……………………437百万円

（ロ）１株当たりの金額…………………………………15円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成21年12月７日

　（注）　平成21年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社フジミインコーポレーテッド(E01207)

四半期報告書

37/39



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成20年11月７日

株式会社フジミインコーポレーテッド    

 取締役会　御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松井　夏樹　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 林　　伸文　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジミ

インコーポレーテッドの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20

年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フジミインコーポレーテッド及び連結子会社の平成20年９月30

日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四

半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

 

追記情報

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用しているため、この会計基準により四半期連結財務諸表を作成してい

る。　

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。　

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

株式会社フジミインコーポレーテッド(E01207)

四半期報告書

38/39



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成21年11月５日

株式会社フジミインコーポレーテッド    

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 水上　圭祐　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 林　　伸文　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジミ

インコーポレーテッドの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21

年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フジミインコーポレーテッド及び連結子会社の平成21年９月30

日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四

半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。　

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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